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市
は
、
特
定
の
年
齢
に
達
し
た
人

へ
子
宮
頸
が
ん
・
乳
が
ん
・
大
腸
が

ん
検
診
の
無
料
ク
ー
ポ
ン
券
・
検
診

手
帳
を
送
り
ま
し
た
。

日
本
人
の
死
因
で
ト
ッ
プ
に
な
っ

て
い
る
「
が
ん
」。
し
か
し
、
早
期

発
見
・
早
期
治
療
で
「
治
る
が
ん
」

も
増
え
て
い
ま
す
。
こ
の
機
会
に
必

ず
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

【
検
診
期
間
】

▼
子
宮
頸
が
ん
検
診
・
乳
が
ん
検

診
＝
７
月
２
日
㈪
～
平
成
２５
年
２
月

２８
日
㈭

▼
大
腸
が
ん
検
診
＝
７
月
２
日
㈪

～
１２
月
２９
日
㈯

【
対
象
】

下
表
の
と
お
り

な
お
、
紛
失
し
た
人
・
他
市
区
町

村
が
発
行
し
た
無
料
ク
ー
ポ
ン
券
を

持
ち
、
実
施
期
間
中
に
本
市
へ
転
入

し
た
人
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。【

検
診
内
容
】

▼
子
宮
頸
が
ん
検
診
＝
問
診
・
内

診
・
細
胞
診
（
子
宮
体
が
ん
検
診
は
、

必
要
な
人
の
み
）

▼
乳
が
ん
検
診
＝
問
診
・
視
触
診
・

マ
ン
モ
グ
ラ
フ
ィ

▼
大
腸
が
ん
検
診
＝
問
診
・
免
疫

便
潜
血
検
査
（
２
日
法
）

た
だ
し
、
ク
ー
ポ
ン
券
を
忘
れ
た

と
き
は
、
受
診
で
き
ま
せ
ん
。

【
問
合
せ
先
】

健
康
推
進
課
（
☎
６４
・
１
３
３
５
）

市
は
、
左
表
の
と

お
り
老
人
・
障
害
者
・

母
子
医
療
制
度
（
福

祉
医
療
制
度
）
お
よ

び
重
度
心
身
障
害
老

人
健
康
管
理
事
業
を

設
け
て
い
ま
す
。
申
請
に
は
健
康
保
険

証
・
印
鑑
が
必
要
で
す
。

【
受
給
者
証
の
切
替
月
で
す
】

７
月
は
、
福
祉
医
療
制
度
の
「
福
祉

医
療
費
受
給
者
証
」
の
切
替
月
で
す
。

新
し
い
受
給
者
証
は
、
７
月
中
に
郵
送

し
ま
す
。
８
月
１
日
㈬
か
ら
は
、
必
ず

新
し
い
受
給
者
証
で
受
診
し
て
く
だ
さ

い
。な

お
、す
で
に
受
給
し
て
い
る
人
で
、

申
請
書
の
提
出
が
ま
だ
の
場
合
は
、
早

め
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
老
人
医
療
制
度
は
、
世
帯
構

成
や
前
年
の
収
入
額
で
審
査
し
ま
す
。

「
非
該
当
」
の
判
定
に
な
っ
た
人
に
は
、

お
知
ら
せ
し
ま
す
。
医
療
費
の
自
己
負

担
分
の
割
合
は
、
本
人
お
よ
び
扶
養
義

務
者
の
課
税
所
得
に
よ
り
、
３
割
負
担

と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

【
限
度
額
適
用
認
定
証
の
申
請
は
７
月

末
ま
で
に
】

住
民
税
非
課
税
世
帯
の
人
で
「
福
祉

医
療
費
の
一
部
負
担
金
限
度
額
適
用
認

定
証
」
を
持
つ
人
も
更
新
月
で
す
。

前
年
度
に
該
当
し
な
か
っ
た
人
で
、

世
帯
構
成
の
変
動
や
収
入
の
減
少
な
ど

で
今
年
度
は
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
人

も
、
７
月
３１
日
㈫
ま
で
に
申
請
し
て
く

だ
さ
い
。

【
申
請
・
問
合
せ
先
】

国
保
医
療
課
（
☎
６４
・
１
３
７
４
）

市
は
、
平
成
２４
年
度
の
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
料
を
決
定
し
ま
し
た
の
で
、
７
月
中
旬

に
保
険
料
額
決
定
通
知
書
を
送
付
し
ま
す
。

【
保
険
料
の
納
め
方
】

保
険
料
は
、
原
則
年
金
か
ら
の
天
引
き
で

納
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
（
特
別
徴
収
）。

ま
た
、
希
望
す
る
人
は
口
座
振
替
で
納
め
る

こ
と
も
で
き
ま
す
（
普
通
徴
収
）。

【
保
険
料
の
計
算
方
法
】

保
険
料
は
、
１
人
ず
つ
均
等
に
負
担
す
る

「
均
等
割
額
」
と
所
得
に
応
じ
て
負
担
す
る

「
所
得
割
額
」
の
合
計
で
す
。
上
限
は
５５
万

円
で
す
。

保
険
料
＝
「
４
万
６
千
３
９
０
円
」（
均

等
割
額
）＋「（
総
所
得
額
︲
３３
万
円
）×
９
・

１２
％
」（
所
得
割
額
）

【
保
険
料
の
軽
減
】

◆
均
等
割
額
の
軽
減
◆

所
得
の
低
い
世
帯
の
人
は
、
世
帯
主
お
よ

び
被
保
険
者
の
合
計
所
得
に
応
じ
て
、
保
険

料
の
均
等
割
額
を
左
表
の
と
お
り
軽
減
し
ま

す
。※

６５
歳
以
上
の
人
の
公
的
年
金
所
得
は
、

７
月
中
に
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
被
保
険

者
に
新
し
い
被
保
険
者
証
を
郵
送
し
ま
す
。

現
在
交
付
し
て
い
る
被
保
険
者
証
は
、
有

効
期
限
が
７
月
３１
日
㈫
ま
で
で
す
。
８
月
１
日

㈬
か
ら
は
、
新
し
い
被
保
険
者
証
で
受
診
し
て

く
だ
さ
い
。

【
記
載
内
容
を
確
認
】

新
し
い
被
保
険
者
証
が
届
い
た
人
は
、
住

所
・
氏
名
・
生
年
月
日
・
一
部
負
担
金
割
合（
医

療
機
関
で
の
窓
口
負
担
割
合
）
を
確
認
し
て

く
だ
さ
い
。

重
度
心
身
障
害
老
人
健
康
管
理
事
業
の
対

象
者
は
、
新
し
い
被
保
険
者
証
に
対
象
者

シ
ー
ル
を
貼
る
た
め
の
更
新
申
請
が
必
要
で

す
。
更
新
が
ま
だ
の
人
は
忘
れ
ず
に
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。

な
お
、医
療
機
関
で
の
窓
口
負
担
割
合
は
、

平
成
２３
年
中
の
収
入
な
ど
を
基
に
判
定
し
ま

す
。
窓
口
負
担
割
合
は
、
１
割
ま
た
は
３
割

で
す
。

【
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定

証
と
は
】

世
帯
全
員
が
住
民
税
非
課
税
の
人
は
、
医

療
機
関
で
の
窓
口
支
払
い
時
に
入
院
時
の
食

事
代
な
ど
が
減
額
さ
れ
ま
す
。

入
院
や
高
額
な
外
来
診
療
を
受
け
る
場
合

は
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

現
在
、
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額

認
定
証
を
持
っ
て
い
る
人
で
８
月
以
降
も
引

き
続
き
対
象
と
な
る
人
に
は
、
７
月
中
に
新

し
い
認
定
証
を
郵
送
し
ま
す
。

【
申
請
・
問
合
せ
先
】

国
保
医
療
課
（
☎
６４
・
１
３
７
４
）

市は、下表の市営住宅の入居
希望者を募集します。入居時期
は、9月上旬です。
【応募資格】
次の要件をすべて満たす人
▼同居予定の親族がいる
▼収入が入居基準範囲内であ
る世帯
▼市内に住所を持ち、住宅に
困っていることが明らか
▼連帯保証人が 2人いる
▼申込者・同居予定の親族が
暴力団員でない
なお、単身者の場合は、別の
資格があります。

【申込方法】
開発指導課にある申込書に世
帯全員の住民票と所得・課税証
明などを添えて市役所 301 会
議室へ持参してください
なお、申し込みは 1世帯に 1
戸までです。案内書・申込書は、
市ホームページ・三山木福祉会
館にもあります。
【受付期間】
7 月 9 日㈪～ 18 日㈬午前 9
時～午後 4 時 45 分。午前 11
時 30 分～午後 1時 15 分、土・
日曜日、祝日を除く
【問合せ先】
開発指導課（☎ 64-1341）

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
経

済
的
に
困
難
な
人
は
、
保
険
料
納

付
の
免
除
・
猶
予
制
度
が
あ
り
ま

す
（
任
意
加
入
者
を
除
く
）。
保

険
料
の
免
除
・
猶
予
を
受
け
ず
未

納
分
が
あ
る
と
、
障
害
基
礎
年
金

や
遺
族
基
礎
年
金
を
受
け
ら
れ
な

い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
継
続
承
認

以
外
は
、
毎
年
度
申
請
が
必
要
で

す
。
学
生
は
、
学
生
納
付
特
例
制

度
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

【
免
除
制
度
】

対
象
＝
２０
歳
以
上
６０
歳
未
満
の
人

内
容
＝
本
人
・
世
帯
主
・
配
偶

者
の
前
年
ま
た
は
前
々
年
の
所
得

を
基
準
と
し
、
一
定
額
以
下
の
場

合
に
、
保
険
料
の
全
額
・
４
分
の

３
・
半
額
・
４
分
の
１
を
免
除
し

ま
す

【
若
年
者
納
付
猶
予
制
度
】

対
象
＝
３０
歳
未
満
の
人

内
容
＝
本
人
・
配
偶
者
の
前
年

ま
た
は
前
々
年
の
所
得
な
ど
を
基

準
に
審
査
し
ま
す
。
納
付
猶
予
の

期
間
は
、
年
金
額
に
反
映
し
ま
せ
ん

【
免
除
・
猶
予
の
承
認
期
間
】

申
請
日
の
年
度
（
平
成
２４
年
７

月
～
同
２５
年
６
月
）。
年
度
途
中

で
も
、
そ
の
年
度
の
７
月
ま
で
さ

か
の
ぼ
っ
て
承
認
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
ま
す
が
、
事
故
や
病
気
で

障
が
い
が
残
っ
た
と
き
は
、
障
害

基
礎
年
金
を
受
け
取
る
こ
と
が
で

き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す

７
月
は
、
平
成
２３
年
度
の
申
請

も
受
け
付
け
ま
す
。

【
申
請
に
必
要
な
も
の
】

▼
年
金
手
帳
▼
印
鑑
▼
平
成
２３

年
３
月
３１
日
以
降
の
退
職
者
は
、

雇
用
保
険
被
保
険
者
離
職
票
か
雇

用
保
険
受
給
資
格
者
証
（
写
し

可
）。
雇
用
保
険
未
加
入
者
は
相

談
し
て
く
だ
さ
い
▼
平
成
２４
年
１

月
２
日
以
降
に
転
入
し
た
人
は
、

同
年
１
月
１
日
に
住
ん
で
い
た
市

区
町
村
発
行
の
同
２４
年
度
所
得
・

課
税
証
明
書
か
非
課
税
証
明
書

（
７
月
に
平
成
２３
年
度
の
申
請
を

す
る
場
合
は
、
同
２３
年
１
月
１
日

に
住
ん
で
い
た
市
区
町
村
発
行
の

同
２３
年
度
の
も
の
）

【
問
合
せ
先
】

▼
市
民
年
金
課
（
☎

６４
・
１
３
３
３
）
▼
京

都
南
年
金
事
務
所
（
☎

０
７
５
・
６
４
３
・
２
５
４
７
）

６
月
１２
日
、
綴
喜
地
区
保
護
司

会
京
田
辺
分
区
長
の
岡
本
義
男
さ

ん
と
副
会
長
の
上
村
善
彦
さ
ん
、

綴
喜
地
区
更
生
保
護
女
性
会
会
長

の
高
橋
圭
子
さ
ん
、
綴
喜
地
区
更

生
保
護
協
会
田
辺
支
部
支
部
長
の

大
崎
勲
さ
ん
が
市
役
所
を
訪
問
。

法
務
大
臣
の
「
社
会
を
明
る
く
す

る
運
動
を
活
発
に
実
施
し
て
く
だ

さ
い
」
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
石

井
市
長
に
伝
達
し
ま
し
た
。

社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
は
、

法
務
省
が
青
少
年
の
健
全
育
成
・

犯
罪
や
非
行
の
な
い
明
る
い
社
会

を
築
く
た
め
行
っ
て
い
ま
す
。

７
月
は
、
社
会
を
明
る
く
す
る

運
動
の
強
調
月
間
で
、
全
国
で
さ

ま
ざ
ま
な
運
動
を
展
開
し
て
い
ま

す
。
期
間
中
、
社
会
を
明
る
く
す

る
運
動
京
田
辺
市
推
進
委
員
会
で

も
、
市
内
で
街
頭
啓
発
な
ど
を
行

い
ま
す
。

問
合
せ
先
＝
人
権
啓
発
推
進
課

（
☎
６４
・
１
３
３
６
）

女性交流支援ルームは、貸出図書
624 冊、ビデオ・DVD68 本を所蔵
しています。今回、右表のとおり、
新たにDVDを 5本追加しましたの
で、ぜひご利用ください。

貸出期間・貸出数＝▼図書…2週
間・1人 2 冊▼ビデオ・DVD…1週
間・1人 1本
問合せ先＝女性交流支援ルーム

（☎ 65-3709）

通
常
の
所
得
か
ら
１５
万
円
を
控
除
し
た
額
で

決
定
し
ま
す
。

◆
所
得
割
額
の
軽
減
◆

被
保
険
者
本
人
の
合
計
所
得
か
ら
３３
万
円

を
引
い
た
金
額
が
５８
万
円
以
下
の
人
は
、
所

得
割
額
を
５
割
軽
減
し
ま
す
。

◆
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
人
の
軽
減
◆

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
に
加
入
す
る
前
日

ま
で
、
会
社
の
健
康
保
険
組
合
・
協
会
け
ん

ぽ
（
旧
政
府
管
掌
健
康
保
険
）・
共
済
組
合

な
ど
の
被
用
者
保
険
の
被
扶
養
者
だ
っ
た
人

は
、
所
得
割
は
か
か
ら
ず
、
均
等
割
額
を
９

割
軽
減
し
ま
す
（
国
民
健
康
保
険
・
国
民
健

康
保
険
組
合
を
除
く
）。

な
お
、
こ
の
軽
減
は
京
都
府
後
期
高
齢
者

医
療
広
域
連
合
が
、
各
社
会
保
険
な
ど
か
ら

の
加
入
情
報
を
基
に
決
定
し
て
い
ま
す
が
、

各
社
会
保
険
な
ど
か
ら
の
情
報
に
漏
れ
が
あ

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
保
険
料
が
軽
減
さ
れ

て
い
な
い
人
は
、
社
会
保
険
な
ど
が
交
付
す

る
「
資
格
喪
失
証
明
書
」
を
持
参
し
て
く
だ

さ
い
。

問
合
せ
先
＝
国
保
医
療
課
（
☎
６４
・

１
３
７
４
）

市
は
、
地
球
温
暖
化
対
策
実

行
計
画
推
進
委
員
会
の
市
民
委

員
を
募
集
し
ま
す
。

同
委
員
会
は
、「
地
球
の
未

来
を
考
え
る
ま
ち
」
を
目
指
す

た
め
の
地
球
温
暖
化
対
策
実
行

計
画
の
策
定
や
環
境
問
題
に
対

す
る
取
り
組
み
な
ど
を
話
し
合

い
ま
す
。
地
球
温
暖
化
問
題
に

関
心
の
あ
る
人
は
応
募
し
て
く

だ
さ
い
。

対
象
＝
市
内
に
在
住
・
通
勤
・

通
学
す
る
１８
歳
以
上
の
人

任
期
＝
２
年
。
報
酬
あ
り

会
議
の
回
数
＝
平
日
に
年
２

～
４
回
程
度

募
集
人
数
＝
若
干
名
。
多
数

の
場
合
は
意
見
な
ど
で
選
考
し

ま
す応

募
方
法
＝
封
書
か
は
が
き

に
住
所
・
氏
名
（
ふ
り
が
な
）・

電
話
番
号
・
職
業
・
年
齢
・
性

別
・
地
球
温
暖
化
問
題
に
つ
い

て
の
意
見
を
書
い
て
、
郵
送
し

て
く
だ
さ
い

な
お
、
応
募
書
類
は
返
却
し

ま
せ
ん
。

し
め
き
り
＝
７
月
２２
日
㈰

（
当
日
消
印
有
効
）

応
募
・
問
合
せ
先
＝
環
境
課

（
〒
６
１
０
・
０
３
９
３
〈
住
所

不
要
〉、
☎
６４
・
１
３
６
６
）


